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【総務・経理 関係】                      担当 横内 坂本 猪股 塚原 

                    電話 055-262-4422 

 

 
 
道路特定財源は、道路の整備とその安定的な財源の確保のために創設されたものであり、受益者

負担の考え方に基づき、自動車利用者の利用に応じて道路整備のための財源を負担していただいて

いる制度です。 

●道路特定財源諸税の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

●暫定税率とは？ 

立ち遅れた道路整備を推進するため、昭和４９年以降、暫時本則税率を引き上げ、揮発油税で 

2 倍、自動車重量税で 2.5 倍などの暫定税率とされており、それらが国と地方の道路整備を目的 

とした財源としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路特定財源（自動車重量税）への対応について 

ガソリン税の場合 本則 ２８.７円／㍑ 

暫定税率 ５３.８円／㍑ 
２.０倍 

期限切れにより、平成２０年４月から実施 

自動車重量税の場合

道路整備五箇年計画の期限 

平成２０年３月３１日 

平成２０年４月３０日 

暫定税率 ６,３００円／0.5 ㌧・年

本則 ２,５００円／0.5 ㌧・年 

２.５倍 

自家用乗用車（１㌧以下）の 

２年車検の場合 

  現行重量税  ２５,２００円  

本則に戻ると 

                １０,０００円！  

自動車重量税の暫定税率(現在の税率)については、平成２０年４月３０日に日切れとな

りますが、４月中に関連法案が成立した場合は、５月以降も暫定税率が適用されること

となります。 

 なお、４月中に法案が成立しなかった場合には、５月１日以降本則の税率に戻るため

税額が大幅に減額されることとなります。 

 この場合、４月中に車検を受ける車両(特に５月以降に車検の有効期間を迎える車)

には、現在の税額が適用され、一旦納付された重量税は還付されませんので、ユーザー

に充分な説明をお願いします。 

動向を注目！ 

期限切れにより、平成２０年４月から実施 

取得税 

５％ → ３％
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暫定税率の推移等 

  

１）車体課税：自動車重量税、自動車取得税 

[１]自動車重量税（昭和４６年５月創設、同年１２月実施） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

[２]自動車取得税（昭和４３年７月創設・実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪自動車取得税の税率等について≫ 

    道路特定財源関連法の暫定税率が日切れとなったため、自動車取得税の税率が 

平成２０年４月１日より、従来の５％から本則の３％となりました。 

      また、３月３１日に「国民生活の混乱を回避するための地方税法一部改正法」 

いわゆる「つなぎ法案」が成立し、自動車取得税の免税点(５０万円)については、 

５月末まで延長されることとなりました。 

※４月１日より５月３１日までの税率等 

         【税率 ３％ 免税点 ５０万円】 

         (関連法案が成立した場合は暫定税率が適用されます。) 

 

 

 

 

本則税率（S43/7～49/3） 暫定税率（S49/4～H20/3）

自家用 3% 5%

営業用 3% ←

自家用 3% ←

営業用 3% ←

15万円 50万円

区　　　分

１．乗用車、トラック、バス

２．軽自動車（除二輪車）

免　税　点

課 税 の 課税標準の 本則税率 暫定税率
基礎重量 計算トン数 （S46/5～49/4） （S51/5～H20/4）

１．乗用車 0.5トン又は、

（乗用定員10人以下、 その端数ごとに

軽自動車は除く）

２．トラック・バス (イ)自家用 １トン又は

（軽自動車は除く） （車両総重量2.5ｔ以下 その端数ごとに

のトラックを除く）

(ロ)自家用 １トン又は

（車両総重量2.5ｔ その端数ごとに

以下のトラック）

３．小型二輪自動車 (イ)自家用 ― 定　額 1,500円／年 2,500円／年

(イ)自家用

（四輪の検査自動車）

(ロ)自家用

　（二輪車）

区　　　　　分

(イ)自家用 車両重量 2,500円／年 6,300円／年

車両総重量 2,500円／年 6,300円／年

４．軽自動車

― 定　額 2,500円／年

― 定　額 4,000円／届出時 6,300円／届出時

車両総重量 2,500円／年 4,400円／年

4,400円／年
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標記理事会が次により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成２０年３月１８日（火）１６：００～２３：４０ 

◇場 所  振興会 役員室 

◇協議事項     

１）各委員会報告事項について 
  （総務、業務、経営、教育の各委員会審議事項報告） 
２）平成２０年度事業計画、予算案と平成１９年度収支見込みについて 
３）各種諸会議の日程について 
４）その他 

 

 

 

 

標記会議が下記により開催され、その概要は次の通りでした。 

 

〔合同委員会〕 

１．日  時   平成２０年３月２２日（土） １０：００～１１：３０ 

  ２．場  所    振興会 大講堂 

  ３．出席委員数  ３４名 

４．議  題 

１）各委員会の事業報告   

総務、業務、経営、教育、金融委員会の各委員会が１９年度中に審議された事業と

今後の課題等について報告された。 

特に業務委員会から予備検査場新設を踏まえた構内再構築（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ）の取

りまとめ案、教育委員会から「第 17 回山梨県自動車整備技能競技大会」の骨子案が

報告された。 

２）その他 

         なし  

 

 〔理事会〕 

１．日  時   平成２０年３月２２日（土）１２：４０～１５：００ 

  ２．場  所    振興会 大講堂 

  ３．出席理事数  ２９名 

４．議  題 

  １）平成２０年度事業計画及び収支予算（案）の骨子について 

    標記について、事業計画案等の説明を行った。 

           なお、道路特定財源による暫定税率の延長を盛り込んだ「租税特別措置法」の年度内 

成立が厳しい状況から、自動車重量税の暫定税率が期限切れにより、本則に戻った場合 

を想定した収支予算案としており、また、緊縮財政に対応すべく、この機に各種実施事 

業を再度見直した予算案としていることを説明した。 

合同委員会・理事会が開催されました 

常任理事会が開催されました 
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また、事業計画及び予算（案）については、自動車重量税の暫定税率の動向により、 

原案もしくは修正案のいずれかを通常総会へ提出とするかの判断は、次回の理事会に 

て、審議することとした。 

  ４月から５月通常総会までの間の暫定予算について承認された。 

２）青年部規約の一部改正について 

各種活動の多様化に伴い、運営委員会の円滑かつ合理的な進行を目的とした現行規約 

の一部改正（案）について審議され、原案とおり承認された。 

３）商工組合定款の改正について 

中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律が平成 19 年 4 月に施行され、当組合 

の定款も見直しが必要となったことから、モデル定款を基とした改正（案）が提案さ 

れ、平成 20 年度の総代会への提出事項とすることが承認された。 

４）理事・監事候補者選考基準内規の一部改正について 

組合の定款改正にむけ、員外監事等の予備選任が必要であることから、その対応と 

して、「理事・監事候補者選考基準内規」の一部改正（員外監事選任枠について振興会 

のみの限定を解除し、組合枠も可能とする）することが承認された。 

５）報告事項 

・特定商取引法の改正に伴い、自動車整備業はクーリングオフの適用除外とする方向 

で政令を検討されていることが報告された。 

・平成２０年度上期各種会議日程（案）を確認した。 

 
 

 

 

標記委員会が開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成２０年３月１９日(水)１５：００～１７：２０ 

◇場 所  振興会 会議室 

◇出席者   水野委員長、細田副委員長、田中委員、吉田委員、田口委員、小林委員 

五味委員 

◇協議事項 （１）支部課題等意見集約アンケートの集計結果について 

・現行支部活動の課題等把握と分析するために各支部へアンケート調査を実施 

した集計結果を報告。 

（２）その他 

・組合定款の改正に向けた関連規約の見直し 

（理事・監事候補者選考基準内規） 

・青年部運営委員会の円滑な運営を目的とした見直し 

（ＡＭＳ山梨青年部規約） 

 
 

 

 

 

 

総務委員会が開催されました 
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標記会議が開催され、その概要は次のとおりです。 

◇ 日 時 平成２０年３月５日(水)１９：００～２２:００ 

◇ 場 所 振興会 会議室 

◇ 出席者 須田 猛 （甲府北）    福田 稔 （大月） 

       深沢孝文 （南アルプス南） 大久保俊秀（甲府南） 

       佐野良和 （南巨摩北）   渡辺敏也 （韮崎）     

       古屋和仁 （塩山）     佐野正幸 （市川） 

◇ 協議事項 

（１）中小企業組合まつりの準備 

（２）その他 

 

 

 

 ユーザーがクルマの基本的な点検、整備知識を学ぶことにより、より良いクルマ環境と自己管理

責任の必要性、更には交通事故防止を呼びかけるため、３月９日（日）アイメッセ山梨で開催され

た「中小企業組合まつり」に参加し、訪れたユーザーを対象にマイカー点検教室を開催しました。 

 また、点検教室のマニュアル化にむけたアンケート調査の実施、日頃のメンテナンスの必要性を

呼び掛ける展示ブースの設置、来場者の目前で展開されたエアバック実演には驚きながらも真剣に

見学されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ＡＭＳ山梨青年部の活動について 

正 副 部 長 会 議 の開 催  

青 年 部 活 動  ～中 小 企 業 組 合 まつりへ参 加 ～ 

点検ＰＲ展示ブースの開設 エアバックの展開実演 

点検教室の開催
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 当日参加頂いた青年部メンバー 

 

（甲府東）大村貴彦、萩原彰彦（甲府西）五味信一郎（甲府南）大久保俊秀 

（甲府北）須田 猛、深沢孝輔（峡北）細田昌美（韮崎）渡辺敏也 

（南アルプス南）深沢孝文、（南アルプス北）中込貞永（市川）佐野正幸 

（南巨摩南）穂坂一仁、稲葉 剛（南巨摩北）佐野良和（東八）高柳和人、土田 久 

（日下部）鎮目英樹、市川 明（塩山）古屋和仁、山縣光二（岳麓）石井武彦、外川秀一 

（大月）福田 稔、志村匡亮（都留）山本和彦（上野原）久島一浩・・・お疲れ様でした 

 

 

 

 

 

《 南巨摩南・北支部青年部 》 

◇ 日 時  ３月１３日（木） 

   １８：３０～２１：３０ 

◇ 場 所   南部町役場南部分庁舎 

◇ 参加者  １６名 

（２支部合同開催） 

◇ 講習概要 普通救命講習会 

 

 
 
 

各 支 部 青 年 部 活 動  ～南 巨 摩 南 ・北 支 部 青 年 部 ～ 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習会の開催 


